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北上市共同学校事務室規程の一部を改正する訓令 

 

北上市共同学校事務室規程（令和５年北上市教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（組織） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の各推進室が所掌する学校は、次の表のとおりとする

。 

推進室名 所掌する学校 

東 部 推 進

室 

黒沢尻東小学校、黒沢尻西小学校、東桜小学

校、北上中学校及び東陵中学校 

北 部 推 進

室 

黒沢尻北小学校、二子小学校、更木小学校、上

野中学校及び北上北中学校 

南 部 推 進 南小学校、鬼柳小学校、いわさき小学校、和賀

（組織） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の各推進室が所掌する学校は、次の表のとおりとする

。 

推進室名 所掌する学校 

東 部 推 進

室 

黒沢尻東小学校、黒沢尻西小学校、東桜小学

校、北上中学校及び上野中学校 

北 部 推 進

室 

黒沢尻北小学校、飯豊小学校、二子小学校、更

木小学校、飯豊中学校及び北上北中学校 

南 部 推 進 南小学校、鬼柳小学校、いわさき小学校、南中



室 東小学校、南中学校及び和賀東中学校 

西 部 推 進

室 

飯豊小学校、江釣子小学校、和賀西小学校、笠

松小学校、飯豊中学校、江釣子中学校及び和賀

西中学校 

     

室 学校及び江釣子中学校 

西 部 推 進

室 

江釣子小学校、和賀西小学校、笠松小学校、和

賀東小学校、和賀西中学校及び和賀東中学校 

 

    

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


